
令和５年 11 月 27 日障発 1127 第７号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「措置入院者及び医療保護入院者の退

院促進に関する措置について」の別添様式１の一部改正 

 

（改正箇所は下線部） 

改正後 改正前 

（略） 

 

１．～３． （略） 

４．また、あなたのご家族、後見人又は保佐人がいる場合

は後見人又は保佐人の方、あなたが退院後の生活につい

て相談している地域援助事業者の方や入院前に通ってい

た診療所の方等のあなたの地域での暮らしに関わる方

に、委員会への出席の要請をすることができますので、

委員会への出席の要請を希望する場合は、退院後生活環

境相談員に伝えて下さい。ただし、要請を行った場合で

も、都合がつかない等の事情により出席できない場合も

あります。 

 

５． （略） 

 

（略） 

（略） 

 

１．～３． （略） 

４．また、あなたのご家族、後見人又は保佐人がいる場合

は後見人又は保佐人の方、あなたが退院後の生活につい

て相談している地域援助事業者の方や入院前に通ってい

た診療所の方等のあなたの地域での暮らしに関わる方

に、委員会への出席の要請をすることができますので、

委員会への出席の要請を希望する場合は、退院後生活環

境相談員に伝えて下さい。ただし、要請を行った場合で

も、都合がつかない等の事情により出席できない場合も

あります。その場合、出席できなかった方には、審議後

にその結果をお知らせします。 

５． （略） 

 

（略） 

 


